
平
成
七
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号

古
物
営
業
法
施
行
令

内
閣
は
、
古
物
営
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
号
）
第
二
条
第
一
項
、
第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
八
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
法
の
規
制
に
係
る
証
票
そ
の
他
の
物
）

第
一
条
　
古
物
営
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
証
票
そ
の
他
の
物
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
航
空
券

二
　
興
行
場
又
は
美
術
館
、
遊
園
地
、
動
物
園
、
博
覧
会
の
会
場
そ
の
他
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
入
場
す
る
施

設
若
し
く
は
場
所
で
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
入
場
券

三
　
収
入
印
紙

四
　
金
額
（
金
額
を
度
そ
の
他
の
単
位
に
よ
り
換
算
し
て
表
示
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
当
該
単
位
数
を

含
む
。
）
が
記
載
さ
れ
、
又
は
電
磁
的
方
法
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認

識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
を
い
う
。
）
に
よ
り
記
録
さ
れ
て
い
る
証
票
そ
の
他
の
物
で
あ
っ
て
、
次
に
掲

げ
る
も
の

イ
　
乗
車
券
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

ロ
　
電
話
の
料
金
の
支
払
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

ハ
　
タ
ク
シ
ー
の
運
賃
又
は
料
金
の
支
払
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

ニ
　
有
料
の
道
路
の
料
金
の
支
払
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

（
法
の
規
制
の
除
外
に
係
る
大
型
機
械
類
）

第
二
条
　
法
第
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
大
型
機
械
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
船
舶
（
総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
未
満
の
船
舶
及
び
端
舟
そ
の
他
ろ
か
い
の
み
を
も
っ
て
運
転
し
、
又
は
主
と
し

て
ろ
か
い
を
も
っ
て
運
転
す
る
舟
を
除
く
。
）

二
　
航
空
機

三
　
鉄
道
車
両

四
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
よ
る
埋
め
込
み
、
溶
接
、
ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト
を
用
い
た
接
合
そ
の
他
こ
れ
ら
と
同
等
以
上

の
強
度
を
有
す
る
接
合
方
法
に
よ
り
、
容
易
に
取
り
外
す
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
で
土
地
又
は
建
造
物
に
固
定

し
て
用
い
ら
れ
る
機
械
で
あ
っ
て
、
重
量
が
一
ト
ン
を
超
え
る
も
の

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
重
量
が
五
ト
ン
を
超
え
る
機
械
（
船
舶
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
自
走
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
及
び
け
ん
引
さ
れ
る
た
め
の
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
以
外
の
も
の

（
電
子
情
報
処
理
組
織
及
び
競
り
の
方
法
）

第
三
条
　
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
は
、
古
物
の
売
買
を
し
よ
う
と
す
る
者

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
、
そ
の
者
か
ら
送
信
さ
れ
た
古
物
に
関

す
る
事
項
及
び
そ
の
買
受
け
の
申
出
に
係
る
金
額
を
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
に
よ
り
公

衆
の
閲
覧
に
供
し
て
競
り
を
行
う
機
能
を
有
す
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理

組
織
と
す
る
。

２
　
法
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
方
法
は
、
前
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
競

り
の
方
法
と
す
る
。

（
方
面
公
安
委
員
会
へ
の
権
限
の
委
任
）

第
四
条
　
法
又
は
法
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
に
よ
り
道
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

を
除
き
、
道
警
察
本
部
の
所
在
地
を
包
括
す
る
方
面
を
除
く
方
面
に
つ
い
て
は
、
当
該
方
面
公
安
委
員
会
が
行

う
。

一
　
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
関
す
る
事
務

二
　
法
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
に
関
す
る

事
務

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
方
面
公
安
委
員
会
が
行
う
処
分
に
係
る
聴
聞
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
道
公
安
委
員
会
が

定
め
る
手
続
に
従
う
も
の
と
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
古
物
営
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成

七
年
十
月
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
古
物
営
業
法
施
行
令
等
の
廃
止
）

２
　
次
に
掲
げ
る
政
令
は
、
廃
止
す
る
。

一
　
古
物
営
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
二
十
八
号
）

二
　
古
物
営
業
法
関
係
の
手
数
料
の
額
の
基
準
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
二
百
八
十
七
号
）

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
二
五
日
政
令
第
四
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
平
成
十
一
年
八
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
〇
月
一
四
日
政
令
第
三
二
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十

二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
二
月
一
七
日
政
令
第
四
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
古
物
営
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
十
五
号
）
の
施
行
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
九
月
一
四
日
政
令
第
二
六
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
古
物
営
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
二
十
一
号
）
附
則
第
一
条
た
だ

し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
十
月
二
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
一
月
二
二
日
政
令
第
一
六
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
古
物
営
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

1


